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Ⅰ 事業概要 

１ はじめに 

平成２６年５月に成立した「健康・医療戦略推進法」及び「独立行政法人日本医療研究開発

機構法」に基づき、内閣に医療分野の研究開発の司令塔機能が創設され、文部科学省、厚生労

働省及び経済産業省に計上されている医療分野の研究開発関連予算は国立研究開発法人日本

医療研究開発機構（以下「機構」という。）に集約することになりました。 

 基礎研究から実用化まで一貫した支援を行い、我が国発の革新的な医薬品・医療機器等を

更に創出する体制を構築するため、平成２７年４月１日に機構を設立し、ナショナルバイオリ

ソースプロジェクト（以下「ＮＢＲＰ」という。）は機構にて実施することになりました。 

 

２ 目 的 

ＮＢＲＰは、ライフサイエンス研究の基礎・基盤となるバイオリソース（動物、植物等）に

ついて収集・保存・提供を行うとともに、バイオリソースの質の向上を目指し、保存技術等の

開発、ゲノム等解析によるバイオリソースの付加価値向上により時代の要請に応えたバイオリ

ソースの整備を行うものです。また、バイオリソースの所在情報等を提供する情報センター機

能を強化することとしています。 

ＮＢＲＰでは、上記の目的に適った収集・保存・提供や技術開発等を行うため、（１）中核

的拠点整備プログラム、（２）ゲノム情報等整備プログラム、（３）基盤技術整備プログラム、

（４）情報センター整備プログラムの4つのプログラムを設け、各プログラムが連携を図りつ

つ実施することとしています。 

 

３ 公募を行うプログラム 

 ＮＢＲＰでは、今回、ゲノム情報等整備プログラムの公募を行います。 

 

Ⅱ 各プログラムの概要 

１ 各プログラムの目的 

  ＮＢＲＰが実施する（１）中核的拠点整備プログラム、（２）ゲノム情報等整備プログラム、

（３）基盤技術整備プログラム、（４）情報センター整備プログラムの目的は次のとおりです。 

 

（１）中核的拠点整備プログラム 

中核的拠点整備プログラムは、ライフサイエンス研究の基礎・基盤となる重要な生物種

等であって、我が国独自の優れたバイオリソースとなる可能性を有する生物種等について

収集・保存・提供を行う拠点を整備するものです。（採択課題は決定済みです。「中核的

拠点整備プログラム課題一覧」（19～20ページ）を参照してください。） 

 

（２）ゲノム情報等整備プログラム 
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ゲノム情報等整備プログラムは、バイオリソースのゲノム配列やｃＤＮＡ等の遺伝子情

報を解析することにより、バイオリソースの付加価値を高め、我が国のバイオリソースの

独自性・先導性を高めることを目的としてゲノム解析等を行うものです。なお、本プログ

ラムは、中核的拠点整備プログラムで選定された生物種等を対象にします。（「中核的拠

点整備プログラム課題一覧」（19～20ページ）を参照してください。） 

ただし、標準的な系統（性質が十分解析されており、実験使用に当たって再現性が保証

されているもの）の全ゲノム配列の決定及びリシーケンスを対象とし、ｃＤＮＡ、ライブ

ラリー等の整備は対象外となります。なお、標準的な系統の全ゲノム配列の決定が終了し

ている場合は、それに類する重要な系統も対象とします。 

 

①本プログラムの実施体制については、「プログラムの実施体制イメージ図」（21ページ）

を参照してください。なお、実施機関の構成については以下の（ア）～（ウ）の場合が

あります。 

     （ア）当該生物種等の中核機関が単独で実施する場合 

     （イ）中核機関と中核機関以外の機関（分担機関を含む）が共同で実施する場合 

     （ウ）中核機関以外の機関（分担機関を含む）が単独又は共同で実施する場合 

 

     ただし、当該生物種等の中核機関以外の機関（分担機関を含む）が実施する場合は、

中核機関及び研究者コミュニティのニーズを把握し、中核機関と密接に連携してプログ

ラムの課題を実施する必要があります。 

 

②本プログラムは、中核的拠点整備プログラムにおいて収集・保存・提供するバイオリソ 

ースについて、さらに質を向上させ世界最高水準の優れたバイオリソースとするため、 

系統・特性情報、ゲノム配列やｃＤＮＡ等の遺伝子情報及びライブラリー等のゲノムリ 

ソース等を整備するものです。このため、本プログラムの課題については、以下の（ア） 

～（ウ）のすべての要件を満たすもので、当該課題の実施期間内に具体的な成果が得ら 

れる提案とします（本プログラムの業務の流れは、「ゲノム情報等整備プログラム業務 

の流れ」（22ページ）を参照してください）。 

 

（ア）ＮＢＲＰに貢献するために、本プログラムにより産出された情報を当該生物種等

の中核機関及び情報センターに速やかに提供するとともに、当該課題終了後、原

則として 1年以内（平成 29年 3月 31日まで）に中核機関及び情報センターを通

じて公開し、研究者コミュニティに速やかにかつ円滑に提供すること。 

（イ）バイオリソースの独自性の確保及び先導的情報の整備を目的とする課題において 

は、利用される研究分野及び利用されるバイオリソースの系統数・遺伝子数等の 

具体的な数量が明らかなこと。 
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（ウ）ゲノム解析等の実施に当たっては、優れたゲノム解析能力と精度及び解析数の費

用対効果について十分な実績があり、体制・設備が既に整備されていること。 

 

③本プログラムは、単なるシークエンサー等の設備・備品の購入を目的としておりません。 

 

（３）基盤技術整備プログラム 

基盤技術整備プログラムは、バイオリソースの品質管理や保存技術の向上等が、ＮＢＲ

Ｐの質を向上させるために重要であることから、バイオリソースの収集、増殖、品質管理、

保存、提供等に係わる技術開発を行うものです。 

 

（４）情報センター整備プログラム 

情報センター整備プログラムは、中核機関等において整備されるバイオリソースの所在

情報や遺伝情報等のデータベースの構築及びホームページ等を通じたＮＢＲＰの広報活動

等を整備・強化するものです。（採択課題は情報・システム研究機構に決定済です。） 

 

Ⅲ 公募内容 

１ 公募対象 

 本プログラムにおける平成 27年度の公募対象は、19～20ページ「中核的拠点整備プログ

ラム課題一覧」に掲げる生物種等です。 

 

２ 申請機関等の要件 

  ＮＢＲＰ事業に申請しようとする機関は、下記の（１）～（３）の全ての要件を満たすこと

が必要です。 

（１）下記の（ア）～（オ）のいずれかに該当する国内の機関であること。 

（ア）大学及び高等専門学校（学校教育法（昭和22年法律第26号）第1条に規定する大学及

び高等専門学校をいう。） 

（イ）大学共同利用機関法人（国立大学法人法（平成15年法律第112号）第2条第3項に規定

する大学共同利用機関法人をいう。） 

（ウ）独立行政法人（独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第2条第1項に規定する

独立行政法人をいう。） 

（エ）国立研究開発法人（独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成26年法律第６

６号）第２条第２項に規定する国立研究開発法人をいう。） 

（オ）その他法律に基づき設立された法人 

 

（２）課題が採択された場合に、交付要綱及び取扱要領に基づいた手続き及び予算の執行が 

できる機関であること。 
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（３）課題が採択された場合に、課題の事業の実施に際し、所属機関の施設及び設備が使用

できること。 

 

３ 実施期間 

○ゲノム情報等整備プログラム 

・原則として平成 27年度（交付決定通知書に定める日から平成 28年 3月 31日）とします。 

 

全てのプログラムにおいて、国の戦略目標の変更等により、実施期間等の全面的な見直し・

変更や中止もあり得ます。 

 

 ４ 採択予定数 

○ゲノム情報等整備プログラム ：数課題以内 

   ※なお、審査結果によっては採択しない場合もあります。 

 

 ５ 経費 

○ゲノム情報等整備プログラム ：1課題あたり500～3,000万円程度／年 

 

 

Ⅳ ＮＢＲＰの経費等 

（１）ＮＢＲＰの経費は、土地の購入や建物の建設に要する費用には使用できません。 

 

（２）課題が採択された場合、機構は代表機関及び分担機関のそれぞれから交付申請を受け、各

機関に対し交付決定を行います。代表機関と分担機関との間では経費の流用はできませんの

で、十分留意してください。 

 

（３）ＮＢＲＰの応募に当たって申請できる費目は以下のとおりとします。 

 

（ア）【大項目】物品費 

（a）【中項目】設備備品費：事業・事務の実施に直接要するもので、原型のまま比較的長期

の反復使用に耐えうるもの。なお、設備備品の定義・購入手続

きは機関の規定等による。 

 

（b）【中項目】消耗品費：業務・事業の実施に直接要する例示する資材、部品、消耗品等の

購入経費。なお、消耗品の定義・購入手続きは機関の規定等によ

る。 
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（イ）【大項目】人件費・謝金 

（a）【中項目】人件費：業務・事業に直接従事した者の人件費で主体的に研究を担当する研

究者の経費。 

業務・事業に直接従事した者の人件費で補助作業的に研究等を担当

する者の経費 

 

（b）【中項目】謝金：事業・業務の実施に必要な知識、情報、技術の提供に対する経費。 

 

（ウ）【大項目】旅費 

【中項目】旅費：旅費に関わる経費 

 

（エ）【大項目】その他 

（a）【中項目】委託費：再委託に関わる経費 

（b）【中項目】その他(諸経費)：上記の項目以外に業務・事業の実施に直接必要な経費 

    印刷製本費：業務・事業にかかる資料等の印刷、製本に要した経費 

会議費：業務・事業の実施に直接必要な会議・シンポジウム等の開催に要した経費 

通信運搬費：業務・事業の実施に直接必要な物品の運搬、データの送受信等の通信・

電話料 

光熱水料：業務・事業の実施に使用する機械装置等の運転等に要した電気、ガス及び

水道等の経費 

 

 

Ⅴ ＮＢＲＰに係る審査 

 １ 審査方法 

課題の採択にあたっては、外部有識者による委員から構成される課題評価委員会において採

択課題候補案及び実施予定額案を決め、これを基に機構が決定します。 

 

① ＮＢＲＰに関する審査は、機構に設置した課題評価委員会において、非公開で行いま

す。 

 

②課題評価委員会は、代表機関の長から提出された応募書類の内容について書面審査及び必 

要に応じ追加書類又はヒアリングによる審査を行い、合議により採択課題及び実施予定額 

を選定します。追加書類の提出又はヒアリングについては、書面審査後、対象者にのみ連 

絡します。 
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③課題選考に携わる委員は、審査の過程で取得した一切の情報を、委員の職にある期間だけ 

ではなく、その職を退いた後でも第三者に漏洩しないこと、情報を善良な管理者の注意義 

務をもって管理すること等の秘密保持を遵守することが義務づけられています。 

 

④採択に当たっては、課題評価委員会等の意見を踏まえ、目標や実施計画等の修正を求める 

ことがあります。なお、今回設定された目標が事後評価の際の評価指標の１つとなりま

すので御留意願います。 

 

⑤全ての審査終了後、採択の可否及び実施予定額を通知します。なお、選考の途中経過につ 

いての問い合わせには一切応じられません。 

 

⑥機構における採択課題の決定後、機構ホームページへの掲載等により、課題評価委員等に

ついての情報を公開します。 

 

２ 選定の観点（審査項目） 

選定に当たっては、バイオリソース整備戦略部会の報告書「今後のバイオリソース整備の

あり方について」（URL：http://www.nbrp.jp/office/index.files/data/bioresource-seibi 

sennryaku111130.pdf）を踏まえた審査を行います。なお、課題評価委員会において目標設定

の適切性を審査した結果、区分に対して目標が適切でないと判断された場合等、必要に応じ

て目標や実施計画の修正を求めることがあります。また、設定した達成目標に基づいて、最

終年度の事後評価において達成度の評価を行います。 

   

以上に加えて、次の（ａ）～（ｅ）の観点に基づき審査を実施します。 

 

○ゲノム情報等整備プログラム 

（ａ）ゲノム情報等の質的評価 

・バイオリソースの付加価値を高め、我が国のバイオリソースの独自性・先導性を高める

ものであるか。 

・他のゲノム情報等に優先して整備すべきものであるか。 

・ＮＢＲＰで実施する必要性はあるか。 

・どれくらいのユーザーを見込んでいるか。 

・ゲノム情報等を利用する研究者コミュニティの方向性と合致しているか。 

・我が国が独自性を発揮した研究、あるいは既に高いポテンシャルを有する研究を進めて

いく上で重要であるか。  等 

 

（ｂ）ＮＢＲＰとしての目標設定の適切性 
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・リソースを利用する研究者のニーズに応えることができるか。 

・国際的に高い評価を得る研究の推進に寄与することができるか。 

・新たなユーザーの獲得が期待できるか。  等 

 

（ｃ）目標達成に向けた実施計画の適切性 

・ゲノム情報等の整備計画は、効率的、効果的なものであるか。 

・ゲノム解析等の終了後、ゲノム情報等が速やかに中核機関等に寄託され、提供・公開さ

れることが見込まれるか。 

・応募経費の内容は妥当であり、有効に使用されることが見込まれるか。  

・これまでに本プログラムの支援を受けた場合は、その実績、成果がNBRP事業に反映され

ているか、及び今回の申請課題と関連性があるか。  等 

 

（ｄ）目標達成に向けた実施体制の適切性 

・ゲノム情報等の整備が適切に行われる体制であるか。 

・ゲノム解析等に関して実績を有しているか。 

・海外の研究機関や国際組織との連携協力の実績を有しているか。 

・複数の機関で行う場合、分担機関を設置することが妥当であるか。また役割分担は適切

であるか。  等 

 

（ｅ）目標達成に向けた大学・研究機関、研究者コミュニティ等の支援体制の適切性 

・ゲノム情報等の整備を支援する体制を有しているか。 

・当該申請課題に関する生命倫理・安全等に関する取組は十分行われているか。 

・研究者コミュニティの支援はあるか。 等 

 

 

Ⅵ 応募書類の作成・提出方法 

１ 募集から事業開始までのスケジュール 

本事業における募集から事業開始までのスケジュールの概略を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

応募受付 

（平成２７年６月２２日（月）～平成２７年７月１４日（火）12:00） 

書面審査 
（必要に応じて追加書類を求めることがあります。） 

ヒアリング審査 

平成２７年８月中旬 

（＊１） 

（＊２） 
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（＊１） ヒアリング審査対象課題の代表機関課題管理者又は事務担当者に対して、ヒアリン

グ審査の 1週間前を目途に連絡します。 

 

（＊２） 出席者は、代表機関の課題管理者等の原則として計３名以内とします。 

 

（＊３） 代表機関課題管理者に対して採択の可否の通知書の送付を行います。 

 

２ 提案書類の受付等 

研究課題の募集期間及び提案書類の提出先等は以下のとおりです。提案書類の提出は、原則

として府省共通研究開発管理システム（以下、「e-Rad」という。）による方法とし、提案書類

は提出期限内に提出してください。 

（１）提案書類様式の入手方法 

提案書類の様式等、応募に必要な資料の入手については、e-Radポータルサイト※あるいは

機構のホームページ（http://www.amed.go.jp）からダウンロードしてください。 

 

※ e-Radとは、競争的資金制度を中心として研究開発管理に係る一連のプロセス（応募受

付→審査→採択→採択課題管理→成果報告等）をオンライン化する府省横断的なシステ

ムです。（e-Radポータルサイト  http://www.e-rad.go.jp） 

 

（２）提案書類受付期間 

平成２７年６月２２日（月）～平成２７年７月１４日（火）１２：００ 

（以下（３）②の「郵送が必要な提案書類」は、上記の期日までに必着。） 

※ 期限を過ぎた場合には一切受理できませんので注意してください。 

 

（３）提案書類の提出方法及び提出先 

  提案書類は、e-Radを通じた作成・提出及び郵送による提出の両方が必要です。次の①～ 

⑥に従い、提出してください。 

① e-Radによる提案書類の作成・提出等 

23～26 ページ「府省共通研究開発管理システム（e-Rad）について」を参照のうえ、期

日までに御提出をお願いします。登録手続きに日数を要する場合がありますので、２週間

以上の余裕をもって登録手続きを行ってください。なお、研究者が所属する研究機関の

事業開始 

平成２７年９月中旬 

日火） 

課題の採否決定 

平成２７年８月下旬 
（＊３） 

http://www.e-rad.go.jp/
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e-Radへの登録申請が困難であるなど、e-Radによる提案が困難な場合には、あらかじめ余

裕を持って e-Radヘルプデスクまでお問い合わせください。 

② 郵送による提出方法 

（ⅰ）提案書類は、写し２０部（両面印刷、各左肩をクリップ止め、電子媒体を記録した

CD-R１枚（他のメディアは使用不可、PDFの場合は文字認識のある PDFのみ））を国

立研究開発法人日本医療研究開発機構へ郵送により提出してください。 

（ⅱ）分担機関を必要とする提案を行う場合には、分担機関の承諾が必要なため、分担機

関の承諾書（応募書類様式 別紙１）の原本(公印が押印されたもの）を、国立研究

開発法人日本医療研究開発機構へ郵送により提出して下さい。なお、上記①e-Rad

を用いた提出の際は、公印がない書類で構いませんので添付してください。 

（ⅲ）公募に参加を希望する者は、申請書等の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定

する暴力団等に該当しない旨を誓約書（応募書類様式 別紙２）に記入し、所属機関

長による署名（自署に限る。公印不要。）のうえ、郵送または e-Radにて提出してく

ださい。ただし、以下に該当する機関は提出の必要はありません。 

 ・機関の代表者の選任・任命を国が行う機関（国立大学法人、独立行政法人等） 

  ・機関の代表者が国民の選挙により選任される機関（地方公共団体） 

 

 

 

③e-Radを利用した応募の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

e-Radポータルサイトにアクセス 

（http://www.e-rad.go.jp） 

受 理 
（提案書類のアップロード後は、システムにて提案書類受理状況が確認できます。） 

e-Radから提案書類様式をダウンロード 

（機構のホームページからもダウンロード可能） 

e-Rad に必要事項を記入の上、提案書類をアップロード 

（公募〆切：平成 27 年７月１４日（火）12:00） 

提案書類の作成 

分担機関がある場合には、分担機関の承諾書（別紙１）を郵送（郵送

物については、機構にて受理した時点で、受理通知をメールにて送付） 

〆切：平成 27 年７月１４日（火）12:00 必着 
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※e-Rad による研究提案書類のアップロード等は締切りの数日前までに余裕をもって行っ

てください。（締切り間際はシステムが混雑し、大変時間がかかる場合があります。） 

 

④提案書類提出の際の注意事項 

・システムの利用可能時間帯 

（月～日）０：００～２４：００（２４時間３６５日稼働） 

ただし、上記利用可能時間帯であっても保守・点検を行う場合、運用停止を行うこと

があります。運用停止を行う場合は、ポータルサイトにて予めお知らせします。 

・本事業の内容を確認の上、所定の様式をダウンロードしてください。 

・提案書類（アップロードファイル）は、「Word」又は「PDF」のいずれかの形式にて作成

し、応募を行ってください。「Word」又は「PDF」の推奨動作環境については、e-Rad ポ

ータルサイトを参照してください。 

・提案書類は日本語で作成してください。 

・入力する文字のサイズは１０．５ポイントを用いてください。 

・提案書類に貼り付ける画像ファイルの種類は、「GIF」、「BMP」、「PNG」形式のみとしてく

ださい。それ以外の画像データを貼り付けた場合、正しく PDF形式に変換されません。 

・アップロードできるファイルの最大容量は１０MBまでです。複数のファイルをアップロ

ードすることはできません。 

・外字や特殊文字等を使用した場合、文字化けする可能性がありますので、変換された PDF

ファイルの内容をシステムで必ず確認してください。利用可能な文字に関しては、e-Rad

のマニュアルを参照してください。 

・提案書類はアップロード後、研究者が機構へ提出するまでは提案内容を修正することが

可能です。機構へ提出した時点で修正することができなくなります。 

・提出締切日までにシステムの「応募課題管理」画面の「申請進行ステータス」が「配分

機関処理中」となるようにしてください。 

・e-Rad では、応募費目項目の金額欄が空欄であると登録できない場合がありますので、

その場合は必ず「0(ゼロ)」を入れ、空欄がないようにしてください。 

 

⑤郵送により提出が必要な提案書類の提出先 

〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-7-1 読売新聞ビル 21Ｆ 

国立研究開発法人日本医療研究開発機構  

バイオバンク事業部基盤研究課 

「ナショナルバイオリソースプロジェクト」担当係 

 

⑥留意事項 

・郵送中の事故等については、当方は一切の責任を負いません。 

・提出期間内に到着しなかった提案書類は、いかなる理由があろうとも受理しません。 

また、提案書類に不備がある場合は、審査対象とはなりません。 
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・提案書類を受領した後の修正（差し替え含む）は、一切受け付けません。 

・提案書類は返却しません。 

・個人情報については本公募に関することにのみ適切に使用します。 

・機構にて受領した際には、電子メールにて受領通知を送付しますので、審査が終了する

まで申請者にて保存してください。 

 

３ 問い合わせ先 

本公募に関する問い合わせ先等は以下のとおりです。 

 

４ 公表等 

１ 採択された課題に関する情報の取扱い 

    採択された個々の課題に関する情報（事業名、研究課題名、所属研究機関名、代表研究者

名、予算額及び実施期間）については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平

成１１年法律第４２号）第５条第１号イに定める「公にすることが予定されている情報」で

あるものとします。これらの情報は、採択後適宜機構のホームページにおいて公開します。 

 

２ e-Radからの内閣府への情報提供等 

    文部科学省が管理運用する e-Radを通じ、内閣府に、各種の情報を提供することがありま

す。 また、これらの情報の作成のため、各種の作業や情報の確認等についてご協力いただ

くことがあります。 

 

Ⅶ 研究費の適正な執行について 

１ 重複申請の制限 

代表機関課題管理者、分担機関課題管理者が、実質的に同一の課題について、国又は独立行

政法人の競争的資金制度による助成を受けている場合、又は受けることが決定している場合

は、審査の対象からの除外、採択の決定の取り消し、又は補助金の減額を行うことがありま

す。 

 担当部課 連絡先 

事業内容及び書類の作成・提出

手続き等に関する問い合わせ 

国立研究開発法人日本医

療研究開発機構バイオバ

ンク事業部基盤研究課 

TEL:03-6870-2228（代表） 

E-mail:national-bioresource@amed.go

.jp 

担当者：藤巻、長井、佐藤 

e-Rad における研究機関・研究

者の登録及び e-Radの操作に関

する問い合わせ 

e-Radヘルプデスク TEL:0120-066-877(フリーダイヤル) 

受付時間:9:00～18:00(土、日、祝祭日

を除く) 
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なお、他の制度への申請段階（採択が決定していない段階）での本制度への申請は差し支えあ

りませんが、他の制度への申請内容、採択の結果によっては、本制度の審査の対象から除外さ

れ、採択の決定若しくは補助金の交付の決定が取り消される場合があります。 

また、応募後に記載事項の状況に変更があった場合には、速やかに応募書類の提出先まで連絡

してください。 

 

２ 過度の集中に対する措置 

 ＮＢＲＰに提案された課題内容と、他の研究助成等を活用して実施している取組の内容が

異なる場合においても、実施する研究者のエフォート等を考慮し、機関に交付される補助金

が効果的・効率的に使用できる限度を超え、その研究期間内で使い切れないと判断される場

合には、本制度において、採択の決定の取消し等を行うことがあります。 

    

３ 関係法令等に違反した場合の取扱い 

関係法令・指針等に違反した場合若しくは補助金の不正使用、不正受給、補助金による研

究活動における不正行為を行った場合、補助金の交付の決定の取り消し、交付した補助金の

返還命令及び補助金の交付の停止を行います。 

   特に、「動物実験、遺伝子組換え生物等の使用等の生命倫理・安全に関する取組みに関

わる法令・指針等」（17ページ参照）については、事業実施に当たって遵守してください。 

なお、ＮＢＲＰに提案した研究課題が採択された後、代表機関課題管理者及び課題管理協力

者等は、機構が実施する説明会等を通じて、研究開発の公正かつ適正な実施について遵守す

る事項を確認していただき、あわせてこれらを確認したとする文書を機構に提出していただ

きます。また、機構の事業に参画する研究者は、不正行為を未然に防止するために研究倫理

教育に関するプログラムを修了する必要があります。詳しくは、後日（平成 27年度半ば頃を

予定）機構よりご案内します。研究倫理教育プログラムの修了がなされない場合には、修了

が確認されるまでの期間、研究費の執行を停止することがあります。 

 

Ⅷ バイオサイエンスデータベースセンターへの協力 

本事業はライフサイエンス分野のデータ産生を伴う事業であるため、本事業の実施者は、ライ

フサイエンス分野における研究に資するよう、本事業の実施の結果産生したデータ又はデータベ

ースを、一般に利用可能な形で公開するべく努めるものとします。そのため、本事業の実施者は、

毎事業年度にまとめる実績報告書の提出に合わせて、論文発表等で公表された成果に関わる生デ

ータの複製物、又は本事業で構築した公開用データベースの複製物を、バイオサイエンスデータ

ベースセンター（※）又は文部科学省の指定する機関に提供するものとします。提供された複製物

については、ライフサイエンス分野のデータベース整備（統合データベース構築）に利用するた

め、これら複製物に関わる知的財産権を非独占的に複製・改変その他必要な形で利用できるもの

とします。なお、本事業の実施者は、複製物の提供を受けた機関の求めに応じ、複製物を利用す
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るに当たって必要となる情報提供に協力するものとします。 

（※）バイオサイエンスデータベースセンター（http://biosciencedbc.jp/） 

バイオサイエンスデータベースセンターは、様々な研究機関等によって作成されたライフサ

イエンス分野データベースの統合的な利用を推進するために、平成２３年４月に独立行政法人

科学技術振興機構に設置されたものです。同センターでは、関連機関に積極的な参加を働きか

けるとともに、戦略の立案、ポータルサイトの構築・運用、データベース統合化基盤技術の研

究開発、バイオ関連データベース統合化の推進を４つの柱として、ライフサイエンス分野デー

タベースの統合化に向けて事業を推進しています。  

これによって、我が国におけるライフサイエンス研究の成果が、広く研究者コミュニティに共

有かつ活用されることにより、基礎研究や産業応用研究につながる研究開発を含むライフサイ

エンス研究全体が活性化されることを目指しています。 

 また、バイオサイエンスデータベースセンターでは、ヒトに関するデータについて、個人情

報の保護に配慮しつつ、ライフサイエンス研究に係るデータの共有や利用を推進するためのガ

イドライン（http://humandbs.biosciencedbc.jp/guidelines/）を策定しております。  

 

Ⅸ 用語の定義 

本要領における用語の定義は、以下のとおりとします。 

（１）代表機関、分担機関 

・ＮＢＲＰにおいて、課題の遂行（成果の取りまとめを含む。）に関して全ての責任を負う機

関（１機関）を「代表機関」とします。 

・中核的拠点整備プログラムについては「代表機関」が「中核機関」、情報センター整備プロ

グラムについては「代表機関」が「情報センター」となります。 

・プログラムの実施に当たって特別な理由がある場合は、代表機関以外にその補完的機能を分

担する機関（以下「分担機関」という。）を設けることができます。ただし、プログラムの実

施に当たっては、代表機関は分担機関の事業に対しても責任を負います。 

 

（２）課題、分担課題 

・ 課題とは、代表機関及び分担機関が実施する事業のことをいいます。 

・ 分担課題とは、分担機関が実施する事業のことをいいます。 

 

（３）代表機関の長 

代表機関の長とは、代表機関となる機関の長（学長、理事長等）で、課題を代表し、課題の遂

行（成果の取りまとめを含む。）に関して全ての責任を負う者（１人）をいいます。代表機関

の長は、課題の実施期間中、日本国内に居住し、課題全体及び事業費の適正な執行に関し責任

を持つ者です。代表機関の長は、代表機関に所属する研究者のうち１人を、課題を管理する者

（代表機関課題管理者）に指名することができます。 

 

（４）分担機関の長 
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分担機関の長とは、分担機関となる機関の長（学長、理事長等）で、分担機関が行う課題を代

表し、分担課題の遂行（成果の取りまとめを含む。）に関して全ての責任を負う者（１人）を

いいます。分担機関の長は、分担課題の実施期間中、日本国内に居住し、分担課題全体及び事

業費の適正な執行に関し責任を持つ者です。分担機関の長は、分担機関に所属する研究者のう

ち１人を、分担課題を管理する者（分担機関課題管理者）に指名することができます。 

 

（５）代表機関課題管理者 

代表機関課題管理者とは、代表機関の長が指名する代表機関に所属する研究者で、課題の実施

期間中、日本国内に居住し、課題全体及び事業費の適正な執行を管理する者（１人）をいいま

す。代表機関課題管理者は、代表機関に所属する他の研究者を加え、代表機関内の実施体制を

構成することができます。 

 

（６）分担機関課題管理者 

分担機関課題管理者とは、分担機関の長が指名する分担機関に所属する研究者で、分担課題の

実施期間中、日本国内に居住し、分担課題全体及び事業費の適正な執行を管理する者（１人）

をいいます。分担機関課題管理者は、分担機関に所属する他の研究者を加え、分担機関内の実

施体制を構成することができます。 

 

（７）課題管理協力者 

課題管理協力者とは、代表機関課題管理者又は分担機関課題管理者が管理する業務を協力して

実施する研究者で、協力した業務に関して責任を負う者をいいます。課題管理協力者は、代表

機関課題管理者又は分担機関課題管理者と同一の機関に所属している必要があります。 
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（別 紙） 

◎動物実験、遺伝子組換え生物等の使用等の生命倫理・安全に関する取組みに関わる法令・指 

針等 

 

 ライフサイエンスに関する研究については、生命倫理・安全対策の観点から以下の法令又は指

針等により必要な手続等が定められているため、当該手続等（今後、新たに指針等が定められる

場合には、その指針等の手続等を含む。）を遵守し、適切に研究を実施してください。これらに違

反して研究が実施されていることが確認された場合は、本補助金の交付を取り消すことがありま

す。 

 なお、指針等の詳細については文部科学省ホームページ「生命倫理・安全に対する取組」

（http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/main.htm）及び厚生労働省ホームページ 

（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/i-kenkyu/inde

x.html）、農林水産省ホームページ（http://www.maff.go.jp/j/kokuji_tuti/tuti/t0000775.html） 

を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/i-kenkyu/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/i-kenkyu/index.html
http://www.maff.go.jp/j/kokuji_tuti/tuti/t0000775.html
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◎予算決算及び会計令 

 

 第70条 

   契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争（以

下「一般競争」という。）に付するときは、特別な理由がある場合を除くほか、当該契約

を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ないものを参加させることができな

い。 

 

 第71条 

   契約担当官等は、次の各号の1に該当すると認められる者を、その事実があつた後2年間

一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用

する者についても、また同様とする。 

  一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数

量に関して不正の行為をした者 

  二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るため

に連合した者 

  三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

  四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

  五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつた者 

  六 前各号の1に該当する事実があつた後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代

理人、支配人、その他の使用人として使用した者 

 ２ 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争

に参加させないことができる。 
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◎ 中核的拠点整備プログラム課題一覧 

(第1期NBRP：平成14[2002]年度～/第2期：平成19[2007]年度～/第3期：平成24[2012]年度～) 

領域 NBRP参画期 生物種等名 課題名 中核機関 

動物 

1/2/3 
実験動物マウ

ス 

実験動物マウスの収集・保存・提供事

業 

＊理化学研究

所 

1/2/3 ラット ラットリソースの収集・保存・提供 京都大学 

1/2/3 
ショウジョウ

バエ 

ショウジョウバエ遺伝資源の総合的維

持管理および提供 

情報・システ

ム研究機構 

1/2/3 線虫 線虫欠失変異体の収集・保存・提供 
東京女子医科

大学 

1/2/3 カイコ 
カイコバイオリソースの収集・高品質

化と効率的保存・供給体制の整備 
九州大学 

1/2/3 メダカ メダカ先導的バイオリソース拠点形成 
自然科学研究

機構 

1/2/3 
ゼブラフィッ

シュ 

ゼブラフィッシュの収集・保存および

提供 
理化学研究所 

1/2/3 ニホンザル 
ライフサイエンス研究用ニホンザルの

飼育・繁殖・供給 

自然科学研究

機構 

3 
ニワトリ・ウ

ズラ 

ニワトリ・ウズラリソースの収集・保

存・提供 
名古屋大学 

2/3 
カタユウレイ

ボヤ 
カタユウレイボヤリソースの拡充整備 筑波大学 

3 ゾウリムシ 
ゾウリムシリソースの収集・保存・提

供 
山口大学 

1/2/3 
ネッタイツメ

ガエル 

ネッタイツメガエルの近交化・標準系

統の樹立・提供 
広島大学 

植物 

1/2/3 
シロイヌナズ

ナ 
シロイヌナズナ/植物培養細胞・遺伝子 

＊理化学研究

所 

1/2/3 イネ 
イネ属の多様性を生かすリソース基盤

の構築 

情報・システ

ム研究機構 

1/2/3 コムギ 
高度の情報と信頼性を具備したコムギ

遺伝資源の整備 
京都大学 

1/2/3 オオムギ オオムギリソースの収集・保存・提供 岡山大学 
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植物 

1/2/3 藻類 藻類リソースの収集・保存・提供 
国立環境研究

所 

1/2/3 広義キク属 
広義キク属リソースの収集・保存・提

供 
広島大学 

1/2/3 アサガオ 
アサガオ遺伝子資源の収集・保存・提

供および付加情報の高度化 
九州大学 

1/2/3 
ミヤコグサ・

ダイズ 

ミヤコグサ・ダイズリソースの国際的

拠点整備 -収集・保存・提供- 
宮崎大学 

2/3 トマト トマトバイオリソース中核拠点整備 筑波大学 

微生物 

2/3 細胞性粘菌 細胞性粘菌リソースの安定提供と発展 筑波大学 

1/2/3 病原微生物 
病原微生物の収集・保存・提供体制の

整備 
千葉大学 

2/3 一般微生物 
環境と健康の研究に資する一般微生物

のバイオリソース整備事業 

＊理化学研究

所 

1/2/3 

原核生物 

（大腸菌・枯

草菌） 

モデル原核生物（大腸菌・枯草菌）遺

伝資源の整備と活用 

情報・システ

ム研究機構 

1/2/3 酵母 
酵母遺伝資源の戦略的収集、保存およ

び提供 
大阪市立大学 

細胞等 

1/2/3 遺伝子材料 遺伝子材料の収集・保存・整備・提供 
＊理化学研究

所 

1/2/3 
ヒト・動物細

胞 
ヒト及び動物細胞のリソース事業 

＊理化学研究

所 

3 
研究用ヒトさ

い帯血幹細胞 

研究用ヒト臍帯血幹細胞の収集・保

存・提供 
東京大学 

＊理化学研究所BRC運営費交付金による 

 

◎ 情報センター整備プログラム課題 

情報発信体制の整備とプロジェクトの総合的推進 
大学共同利用機関法人 

情報・システム研究機構 
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◎プログラムの実施体制イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施体制 

代表機関 

代表機関課題管理者 

代表機関の長 

分担機関 

分担機関の長 

分担機関課題管理者 

課題管理協力者 課題管理協力者 課題管理協力者 課題管理協力者 
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◎ゲノム情報等整備プログラム 業務の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試料・材料（ＤＮＡ、細胞、組織、系統等）の準備 

 

・整備によって産出された情報の整理 

・中核機関及び情報センターから情報を公開 

 

ゲノム情報等の整備（ゲノム配列解析、その他） 

 

公募対象業務 

 

公募対象業務（中

核機関、情報セン

ターと連携） 

 

公募対象業務 

 

必要に応じ公開情報を修正 

（公開は、原則平成 29 年 3 月 31 日までに行うこと。） 

平

成 

27 

年

度 

平

成 

28 

年

度

以

降 

公募対象外（中核

機関及び情報セン

ターと連携した申

請機関の自主業

務） 
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（参考１） 

府省共通研究開発管理システム（e-Rad）について 

 

１．府省共通研究開発管理システム（e-Rad）について 

府省共通研究開発管理システム（e-Rad）とは、各府省が所管する競争的資金制度を中心として

研究開発管理に係る一連のプロセス（応募受付→審査→採択→採択課題管理→成果報告等）をオ

ンライン化する府省横断的なシステムです。 

※「e-Rad」とは、府省共通研究開発管理システムの略称で、Research and Development（科学

技術のための研究開発）の頭文字に、Electric（電子）の頭文字を冠したものです。 

 

２．e-Radを利用した応募方法 

応募は府省共通研究開発管理システム（e-Rad）を通じて行っていただきます。その他、本事業

への応募に当たっては、別途、郵送等で送付が必要になる書類がありますので十分ご注意くださ

い。 

 また、応募の際は、特に以下の点に注意してください。 

 

（１）e-Rad使用にあたる事前登録 

e-Radの使用にあたっては、研究機関及び研究者の事前登録が必要となります。 

① 研究機関の登録 

応募にあたっては、応募時までに e-Radに研究機関が登録されていることが必要となりま

す。研究機関で１名、e-Rad に関する事務代表者を決めていただき、事務代表者はポータル

サイトより研究機関登録様式をダウンロードして、登録申請を行ってください。登録手続き

に日数を要する場合がありますので、２週間以上の余裕をもって登録手続きをしてください。

なお、一度登録が完了すれば、他省庁等が所管する制度・事業の応募の際に再度登録する必

要はありません。また、既に他省庁等が所管する制度・事業で登録済みの場合は再度登録す

る必要はありません。 

② 研究者情報の登録 

本事業に応募する際の実施担当者を研究者と称します。研究機関は実施担当者の研究者情

報を登録し、ログイン ID、パスワードを取得することが必要となります。 

ポータルサイトに掲載されている研究事務代表者及び事務分担者用マニュアルを参照してく

ださい。 

 

（２）e-Radへの応募情報入力 

システムへの応募情報入力にあたっては、ポータルサイトに掲載されている研究者用マニュ

アルを参照してください。 
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＜注意事項＞ 

①電子媒体に貼り付ける画像ファイルの種類は「GIF」「BMP」「PNG」形式のみとしてくだ

さい。それ以外の画像データを貼り付けた場合、正しく PDF 形式に変換されません。画

像データの貼り付け方については、研究者用マニュアルを参照してください。 

②アップロードできる電子媒体は１ファイルで最大容量は 10MBです。 

③電子媒体の様式は、アップロードを行う前に PDF 変換を行う必要があります。PDF 変換

はログイン後のメニューから行って下さい。また、同じくメニューから変換ソフトをダ

ウンロードし、お使いのパソコンへインストールしてお使いいただくことも出来ます。

外字や特殊文字等を使用した場合、文字化けする可能性がありますので、変換された PDF

ファイルの内容をシステムで必ず確認してください。利用可能な文字に関しては、研究

者用マニュアルを参照してください。 

④研究機関からの承認が必要な応募課題の情報は、「未処理一覧」画面から確認すること

ができます。 

⑤提出締切日までにシステムの「応募課題管理」画面の「申請進行ステータス」が「配分

機関処理中」となっていない申請は無効となります。正しく操作しているにも関わらず、

提出締切日までに「配分機関処理中」にならなかった場合は、国立研究開発法人日本医

療研究開発機構まで連絡してください。 

⑥締切直前での e-Rad への登録作業によるトラブル防止のため、「６ システムを利用し

た応募の流れ」のうち、研究者が行う作業については、平成２７年７月１０日（金）１

３：００までに完了してください。研究者が行う作業の締め切り日時を過ぎてからの登

録作業において e-Rad 上における不具合等が発生した場合、当方では一切責任を負いま

せん。ただし、所属機関が実施する e-Rad 上での作業に関する問い合わせは可能です。

なお、研究者の作業締め切り期日までに研究者の作業が完了していなかったことにより

提出が正しく行われなかった場合についての一切の申し立ては受け付けられませんので

ご注意ください。 

 

（３）その他 

応募書類に不備等がある場合は、審査対象とはなりませんので、募集要領及び応募書類作成

要領を熟読のうえ、注意して記入してください。（応募書類のフォーマットは変更しないでく

ださい。）応募書類の差し替えは固くお断りいたします。また、応募書類の返却は致しません。 

 

３．その他 

（１）e-Radの操作方法 

e-Radの操作方法に関するマニュアルは、ポータルサイト（http://www.e-rad.go.jp/）から

参照またはダウンロードすることができます。利用規約に同意の上、応募してください。 

 

http://www.e-rad.go.jp/
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（２）e-Radの操作方法に関する問い合わせ先 

府省共通研究開発管理システム（e-Rad）の操作方法に関する問い合わせは、e-Radヘルプデ

スクにて受け付けます。e-Rad のポータルサイト（以下、「ポータルサイト」という。）をよ

く確認の上、問い合わせてください。なお、審査状況、採否に関する問い合わせには一切回答

できません。 

府省共通研究開発管

理システム（e-Rad）

の操作方法に関する

問い合わせ 

府省共通研究開発管理システム

（e-Rad） 

ヘルプデスク 

0120-066-877 

午前 9:00～午後 6:00※土曜日、

日曜日、祝祭日を除く 

   ○ ポータルサイト：http://www.e-rad.go.jp/ 

 

（３）e-Radの利用可能時間帯 

（月～日）０：００～２４：００（２４時間３６５日稼働） 

     ただし、上記利用可能時間帯であっても保守・点検を行う場合、運用停止を行うことがあり

ます。   

運用停止を行う場合は、ポータルサイトにて予めお知らせします。 

 

 

４．e-Rad上の課題等の情報の取扱い 

採択された個々の課題に関する情報（制度名、申請課題名、所属研究機関名、研究代表者名、

予算額及び実施期間）については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平成 11

年法律第 42 号）第５条第１号イに定める「公にすることが予定されている情報」であるものと

します。これらの情報については、採択後適宜本制度のホームページにおいて公開します。 

 

５．府省共通研究開発管理システムからの内閣府への情報提供等 

文部科学省が管理運用する府省共通研究開発管理システム（e-Rad）を通じ、内閣府に、各種

の情報を提供することがあります。また、これら情報の作成のため、各種の作業や情報の確認等

についてご協力いただくことがあります。 

 

６．システムを利用した応募の流れ 

 

 

 

 

 

 

所属研究機関が行います 

府省共通研究開発管理システム（e-Rad）への登録 

研究機関で１名、事務代表者を決め、ポータルサイトより研究機関登録様式をダウンロードして、

登録申請を行います。登録手続きに日数を要する場合がありますので、２週間以上の余裕をもっ

て登録手続きをしてください。 

参照 URL：http://www.e-rad.go.jp/shozoku/system/index.html 

http://www.e-rad.go.jp/
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※ 応募の各段階におけるシステムの操作方法は、利用者毎の操作マニュアルを参照してください。 

所属研究機関が行います 

部局情報、事務分担者情報、職情報、研究者情報の登録 

府省共通研究開発管理システム（e-Rad）上で、部局情報、事務分担者（設ける場合）、職情報、

研究者（申請する際に代表者となる方）を登録し、事務分担者用及び研究者用の ID、パスワード

を発行します。 

参照マニュアル：所属機関事務代表者用マニュアル「Ⅱ3.3部局情報管理」「Ⅱ3.4事務分担者情

報管理」「Ⅱ3.1(E)職情報の登録」「Ⅱ2.2新規登録/所属追加」 

研究者が行います 

公募要領・申請様式の取得 

府省共通研究開発管理システム（e-Rad）で受付中の公募の一覧を確認して、公募要領と申請様式

をダウンロードします。もしくは、国立研究開発法人日本医療研究開発機構ホームページ

（http://www.amed.go.jp）から当該ファイルをダウンロードします。 

参照マニュアル：研究者用マニュアル「Ⅰ1.7ログイン」「Ⅱ1.1公開中の公募一覧」 

研究者が行います 

応募情報の入力と提出 

システムに必要事項を入力及び申請書をアップロードします。 

システムには、それぞれ、①Web上で直接入力が必要な内容、②電子媒体（ＰＤＦ、Word、一太

郎）で添付する内容があります。 

 

参照マニュアル：研究者用マニュアル「Ⅱ1.1公開中の公募一覧」 

所属研究機関が行います 

応募情報の確認・承認 

事務分担者（設けた場合）が応募情報の確認を、事務代表者が応募情報の承認をします。     

参照マニュアル：研究機関事務分担者用マニュアル「Ⅱ1.5未処理一覧」、 

研究機関事務代表者用マニュアル「Ⅱ1.6未処理一覧」  

 

国立研究開発法人日本医療研究開発機構にて応募情報を受理 

所属研究機関が行います 

事務代表者のログイン 

システム運用担当から所属研究機関通知書（事務代表者のシステムログイン ID、初期パスワード）

が届きます。通知書に記載されたログイン ID、初期パスワードを入力してログインします。 

参照マニュアル：所属機関事務代表者用マニュアル「Ⅰ1.7ログイン」 
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（参考２） 

 

エフォートの考え方について 

 

 

エフォートの定義について 

第３期科学技術基本計画によれば、エフォートは「研究に携わる個人が研究、教育、管理業務

等の各業務に従事する時間配分」と定義されています。 

研究者の皆様が課題を申請する際には、当該研究者の「全仕事時間に対する当該研究の実施に

必要とする時間の配分割合」を記載していただくことになります。 

なお、この「全仕事時間」には、研究活動にかかる時間のみならず、教育活動や管理業務等に

かかる時間が含まれることに注意が必要です。 

 

したがって、エフォートの値は、研究計画の見直し・査定等に応じて、変更し得ることになり

ます。 

 

例：年度途中にプロジェクトαが打ち切られ、プロジェクトβに採択された場合の全仕事時間

の配分状況（この他、プロジェクトγを一年間にわたって実施） 

教育活動
20％

管理業務
10％

教育活動,
20％

管理業務
10％

0 20 40 60 80 100

４月～９月

10月～

プロジェクトα プロジェクトβ プロジェクトγ 教育活動 管理業務

 
 

このケースでは、９月末でプロジェクトαが終了（配分率４０％）するとともに、１０月から

新たにプロジェクトβが開始（配分率５０％）されたことにより、プロジェクトγのエフォート

値が３０％から２０％に変化することになります。 

 

 

４０％ 

５０％ 

プロジェクトγ 

２０％ 

プロジェクトγ 

３０％ 

プロジェクトβ 

プロジェクトα 

 


